
審 第３９６６号‐１  

答 申 第 ６１２ 号  

令和６年１１月２８日  

 

千葉県教育委員会教育長  冨 塚 昌 子  様 

 

                                       千葉県情報公開審査会 

                                           委員長 中  岡   靖 

 

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

平成３１年２月１４日付け教職第９４４号－１による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

記 

諮問第９８４号 

平成３０年１２月２８日付けで審査請求人から提起された、平成３０年１０月３０日付け

教職第６４８号で行った行政文書部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について 
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諮問第９８４号 

 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

千葉県教育委員会（以下「実施機関」という。）が、平成３０年１０月３０日付け

教職第６４８号で行った行政文書部分開示決定（以下「本件決定」という。）で不開示

とした情報のうち、別表の「開示すべき部分」の欄に記載した各情報については開示

すべきである。 

実施機関のその余の決定は、妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

１ 行政文書の開示請求 

審査請求人は、平成３０年１０月２日付けで千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県

条例第６５号。以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対して、行政

文書開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

２ 請求の内容 

本件開示請求の内容は、「２０１８年８月１日から２０１８年９月３０日までに、

千葉県教育委員会（教育庁）が県立高等学校から収受した事故報告書。ただし、教育

総務課人事給与室（交通事故に係るものを除く）、児童生徒課生徒指導・いじめ対策

室、教職員課管理室（交通事故に係るものを除く）及び学校安全保健課安全室（交通

事故に係るものを除く）が担当するものに限る。」である。 

３ 特定した対象文書 

実施機関は本件開示請求に係る対象文書として、事故報告書（平成３０年●月●日

付け、●●第●●●号（以下「対象文書１」という。））、事故報告書（平成３０年８月

２８日付け、四街道第１６１号（以下「対象文書２」という。））、事故報告書（平成

３０年９月１１日付け、泉第２２２号（以下「対象文書３」という。））、事故報告書

（平成３０年●月●●日付け、●●第●●●号（以下「対象文書４」といい、対象文書

４件をまとめて「本件対象文書」という。））を特定した。 

４ 実施機関の決定 

実施機関は、本件開示請求に対して本件決定を行った。 
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５ 審査請求 

審査請求人は、本件決定を不服として、平成３０年１２月２８日付けで審査請求

（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

   審査請求人は審査請求書、反論書において、以下のとおり主張している。 

１ 審査請求の趣旨 

本件決定（以下、この章において「本件処分」という。）を取り消すとの裁決を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）総論 

   まず、本件処分の理由として「たとえ特定個人を識別できないとしても、開示する

と、学校関係者等一定の範囲の者には、当事者を特定し」とある。「しかしながら、

当該被害生徒と同じ学級や部活動に所属する生徒、その保護者、同生徒が通う学校

の教職員、当該学校の地域住民など、当該被害生徒ないし当該体罰事故に関わる情

報をもともと保有している者やそのような情報を入手しやすい状況にいる者がその

情報を入手することを想定して当該被害生徒を特定し得るかどうかを決するとすれ

ば、非開示の範囲が無限に広がりかねず、ひいては、市民の知る権利を具体化し、

市の諸活動を市民に説明する責務を全うして市民の市政への参加等を推進するという

本件条例における情報公開制度の趣旨を大きく没却する結果となり、相当でない。」

（神戸地方裁判所平成２８年（行ウ）第２６号判決）と判示されているとおり、

行政機関の保有する文書を恣意的・濫用的に秘密扱いとし、市民の知る権利を妨げて

きた過去の弊害を除去するために制定された情報公開条例の趣旨に照らせば、非開示

の範囲を恣意的・濫用的に拡大することは許されない。 

   次に「当事者の権利利益を害するおそれがある情報」について述べる。言うまで

もなく、おそれの判断に当たっては「単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に

値する蓋然性が求められる。」（「千葉県情報公開条例解釈運用基準」３０頁）のである。

しかしながら、本件処分においては、このような吟味がなされたとは、とうてい

思えない。過去には、日時、場所、事故の程度等を明らかにした開示が行われていたが、

開示から約２０年を経た現在に至るまで「権利利益を害」した事例はない。本件処分

において、そうした事例を検討・吟味した形跡はない。 

   また、以下の各論において述べるとおり、本件処分における不開示部分について

はいくつかの齟齬が見られる。このことも、本件処分において上記吟味がなされて
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いない証左のひとつである。 

   一方、本件処分の理由が「当事者を特定し、通常他人に知られたくない事故の状況

等の詳細を確知することができる可能性があるから、当事者の権利利益を害する

おそれがある」とされているところ、本件文書１ないし４において「当事者」欄には

教職員の情報が記されている。すなわち、暴力行為であっても被害者の権利利益の

保護は考慮されていないのである。言うまでもなく加害者側にもプライバシーがあり

保護の対象ではあるが、被害者側のプライバシーの保護が優先されることは論を

またない。例えば、性的暴力に係る事故であればその事故の詳細は「通常他人に

知られたくない」情報である場合も考えられるが、「体罰」と呼ばれる事故であれば、

果たして「通常他人に知られたくない」情報と言えるかどうかは軽々に判断できない

（された行為を明らかにして欲しいという被害者は多い）。例えば、「マフラーを●●

で●●●」のような情報を不開示とすることは、被害者を守るよりは、加害者を庇う

可能性が高い。この姿勢は、以前は「体罰」としていた事故を「不適切な指導」と

書き換えていることからも明らかである（体罰は違法だが、「不適切な指導」は違法

ではない？）。なお、このような教育長の姿勢は、体罰根絶がなされない要因のひとつ

であると考えられる。 

   なお、教育長は、本件処分の理由の「当事者」は、一般的な意味での当事者である

と主張するかもしれないが、それならば、きちんと事故報告書の様式を確認した上で、

理由には「当事者ら」とか「関係者」とすればよいだけの話である。要は、本件処分

において丁寧な検討・吟味がなされていないということなのである。 

   ちなみに、上記判例に「被害生徒を特定」とあることから、神戸市教育委員会は

被害生徒のプライバシー保護を念頭において不開示決定を行ったと思われる。 

   以下に各論として、各々の不開示部分について不開示の理由がないことを述べるが、

これらはあくまでも一例に過ぎない。よって、不開示部分の整合性等は実施機関に

おいて精査されたい。 

（２）各論 

  ア 対象文書１について 

    「Ⅲ事故の処置など、９事故発生時の処置」において「同３０日（水）」との記載

があるため、同欄において「平成３０年●月●●日」と不開示にした部分は

「５月」と特定できる。ちなみに平成３０年において３０日が水曜日であるのは

５月だけである。 

    また、それ以外の不開示部分については、何が記載されているか不明であるが、



4 

 

不開示とされていることに疑問が残る。 

  イ 対象文書２について 

    不開示理由に言う「学校関係者等一定の範囲の者」には、「第２学年●組」の「●」

の部分は明らかであろうし、それ以外の者にとっては「●」の部分が開示されても

「特定の個人を識別すること」はできない。いずれにしても、「●」部分を不開示

とする理由はない。また、それ以外の不開示部分については、何が記載されて

いるか不明であるが、不開示とされていることに疑問が残る。 

  ウ 対象文書３について 

    この文書の不開示部分についても、「学校関係者等一定の範囲の者」には、見取図

等から「Ⅰ事故の概要、３発生場所」等は特定されるであろうし、それ以外の者

にとっては「発生場所」が分かっても「特定個人を識別すること」はできない。

したがって、この部分は不開示とする理由がない。 

    「Ⅲ事故の処置など、１２その他の参考事項」で日付が不開示になっているが、

この日付が「当事者を特定」する情報であるとはとうてい考えられず、不開示と

する理由がない。 

    また、それ以外の不開示部分については、何が記載されているか不明であるが、

不開示とされていることに疑問が残る。 

  エ 対象文書４について 

    「Ⅰ事故の概要、３発生場所」に「本校●号館」との記載があるため、「５相手側」

の科名と併せて学校名がほぼ特定される。同「６事故の程度」に「マフラーを

●●で●●●」とあるため「７事故及び原因③」において「同生徒Ｃがコート及び

マフラーを着用」と推測される。 

    「Ⅱ事故の状況、７事故の状況及び原因②」に「放送室で」との記載があるため、

「３発生場所②」は「本校１号館２階放送室」と推測される。「８見取り図」の②

及び③についても同様である。 

    「Ⅲ事故の処置など、１０事故発生までの学校の指導（３）」の不開示部分「●月

●●日」については、事故発生以前に行われた職員研修の日付であり、事故とは

無関係である。よって、不開示とする理由がない。実際、本件文書１では同様の

日付が開示されている。同「１２今後の対策」の不開示部分「●月頃」は「予定」

であり、当事者を特定する情報とは言えない。よって、不開示とする理由がない。

同「１３その他の参考事項（１）」の不開示部分「●月●●日（金）」については、

その日まで「通常どおり登校している」のであるから、当該生徒の特定につながる
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情報であるとはとうてい考えられない。よって、不開示とする理由がない。また、

「生徒Ａは同３月中旬、同生徒Ｂは同●月上旬」と一方だけ不開示である理由が

わからない。 

（３）結論 

   以上、本件処分は条例の適用を誤っており違法である。   

 ３ 実施機関の弁明に対する反論 

 （１）弁明書の体裁について 

    審査請求人に送付されてきた弁明書は綴じられていない。また「別紙１」及び「別紙

２」については、行政文書部分開示決定通知書の付属文書としての「別紙１」及び

「別紙２」の記載をそのまま流用し、頁番号があるにも関わらず本文中に注釈が

ないため、この部分が「怪文書」になっている。 

    このように、本件弁明書は形式的に不備がある。よって、審査請求人としては、

教育長にまともに審査ができるのかどうか、疑問を感じざるを得ないのである。 

 （２）反論 

    審査請求人は、本件処分に類似する情報公開事例に係る判例を引用したのであるが、

それを吟味することなく「他の情報と照合することにより、・・・」として、「請求人

の主張には理由がない。」としているのである。要は弁明になっていないのである。 

    よって、審査請求人は、審査請求書の主張を維持し、本件処分の取り消しを求める。 

  

第４ 実施機関の弁明の要旨 

 １ 弁明の趣旨 

   審査請求人が提起した本件審査請求については、これを棄却することが相当である。 

２ 本件決定の理由 

（１）不開示部分について 

   対象文書１から４まで中、別紙２の「開示しない部分（括弧書きを除く。）」に記載

された部分（以下「本件不開示部分」という。）は、条例第８条第２号に該当すること

から、当該部分をそれぞれ不開示としたものである。 

（２）条例第８条第２号該当性について 

  ア 本件不開示部分のうち氏名、年齢等については、特定の個人を識別することが

できる情報であることから、条例第８条第２号本文に該当する。 

  イ 本件不開示部分のうち、上記アを除く情報については、他の情報と照合すること

により、事故に遭った生徒（以下「被害生徒」という。）、被害生徒の保護者及び
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事故を起こした職員（以下「事故職員」という。）（ただし、対象文書３について

は事故職員。）が誰であるかを識別することができることから、条例第８条第２号

本文に該当する。 

    なお、これらの情報は、仮に、一般の者にとっては直ちに特定の個人を識別

できるものではないと判断された場合であっても、当該情報を開示した場合、事故

の詳細な状況という、被害生徒等にとっては知られたくない情報が事故の関係者

に知られることとなる。したがって、当該情報を開示した場合、個人の権利利益

が害されるおそれがあることから、条例第９条第２項の規定による、条例第８条

第２号の情報に含まれないものとみなす場合には該当せず、部分開示はできない。 

（３）条例第８条第２号ただし書イ該当性について 

  ア 対象文書２に係る事案については、実施機関が公表しているが、本件不開示部分

については公表されていない。 

  イ 地方公務員法に基づく懲戒処分については、原則として公表されており、その

方法は、職員の懲戒処分等に関する公表基準（平成１５年５月２１日制定）に

基づき県ホームページへの掲載及び報道機関への発表又は資料提供により行われて

いる。 

    対象文書３に係る事案について、懲戒処分の時点でこれらの方法により被処分者

の所属、処分の内容等が公表されているが、本件不開示部分については公表されて

いない。 

  ウ 対象文書１及び４に係る事案については、公表されていない。 

  エ したがって、本件不開示部分については、法令等の規定により又は慣行として

公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは言えないことから、条例

第８条第２号ただし書イに該当しない。 

（４）条例第８条第２号ただし書ハ該当性について 

条例第８条第２号ただし書ハの対象となる情報は、公務員の職、氏名及び職務遂行

の内容に係る部分である。事故職員は公務員であるが、事故職員が事故を起こした

という情報は、公務員である個人の評価等に係る私事に関する情報である。したがって、

本件決定において不開示とした事故職員の氏名、年齢等は、同号ただし書ハに該当

しない。 

なお、事故職員等の氏名等は事故職員等を識別することができる情報であると共に、

上記のとおり、被害生徒等を識別することができるものである。したがって、被害

生徒等の権利利益を害するおそれがある情報であり、仮に、同号ただし書ハに該当
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したとしても開示することはできない。 

 （５）本件不開示部分は、条例第８条第２号ただし書ロ及びニには該当しない。 

３ 弁明の理由について 

  前述したとおり、本件不開示部分のうち氏名、年齢等は、特定の個人を識別すること

ができる情報であることから、条例第８条第２号本文に該当する。また、本件不開示

部分のうち上記を除く情報は、他の情報と照合することにより、被害生徒等が誰で

あるかを識別することができること等から、条例第８条第２号本文に該当する。本件

不開示部分については公表されておらず、法令等の規定により又は慣行として公にされ、

または公にすることが予定されている情報とは言えないことから、同号ただし書イに

該当しない。事故職員が事故を起こしたという情報は、公務員である個人の評価等に

係る私事に関する情報であること等から、本件決定において不開示とした事故職員の

氏名、年齢等は同号ただし書ハに該当しない。本件不開示部分は、同号ただし書ロ及び

ニに該当しない。したがって、請求人は条例の解釈を誤ったものであり、請求人の主張

には理由がない。   

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、審査請求人の主張及び実施機関の弁明並びに本件対象文書を基に調査

審議した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件対象文書 

本件対象文書は、平成３０年８月及び９月に実施機関が収受した、千葉県内の公立の

高等学校に関する事故報告書であり、４件の文書である。対象文書１ないし４の不開示

とされた各欄（項目）及び不開示部分は別表のとおりである。 

 ２ 事故報告書における開示・不開示の判断基準について 

（１）事故職員の個人情報に関する判断について 

    本件対象文書は、いずれも県立高等学校管理規則第５９条第２項第１１号の規定

により、職員に「事故、非行その他服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる

事実が発生したとき」等に、校長がその事実を教育委員会に報告するものである

（以下、報告の対象となった職員を「事故職員」という。）。 

    事故報告書中の事故職員に関する情報は、それが職務に関連するものである限り、

一体として条例第８条第２号ハの公務員である事故職員の職務の遂行に係る情報と

いえ、職員に関する事故等の事実が発生したという情報自体は、原則としてここに

含まれる。  
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    もっとも、本件対象文書の報告後に事故職員が懲戒処分等を受けた場合、その事実

は公務員の立場を離れた個人としての評価を低下させる性質を有し、私事に関する

情報の面を含むものといえる。そして、実施機関が定めた「職員の懲戒処分等に

関する公表基準」では、懲戒処分等が行われた場合、被処分者の属する所属名、被

処分者の職名・年齢、処分内容、処分年月日及び事実の概要を公表するとしており、

事故職員の氏名を公にすると、本件対象文書の情報とこれらの公表情報とを照合する

ことにより、同人が懲戒処分等を受けたことが推認され得ることとなる。よって、

事故職員が懲戒処分等を受けた場合、事故職員の氏名は、事故職員の私事に関する

情報として条例第８条第２号本文前段に該当するというべきである。 

また、本件対象文書の中には、勤務場所以外での事故職員の行為に関するものなど、

明らかに職務遂行情報とは認められない事故に係るものもある。 

    よって、本件対象文書の情報は基本的に職務遂行性がある情報として取り扱うが、

条例第８条第２号ハの該当性については、これらの事情も踏まえた上で対象文書

ごとに判断を行う。 

（２）事故の詳細な情報の判断について 

本件対象文書は公立高等学校における事故報告書であるところ、事故の情報には、

事故の相手方及びその保護者（以下「事故の相手方等」という。）にとって不名誉な

事実を含む場合もある上、事故に係る詳細な記述は、それ自体が事故の相手方等を

好奇の目にさらす可能性を持つものであって、これらの者にとって通常他人に知られ

たくない情報である場合が多いものと思料される。 

加えて、条例に基づく開示請求は何人においても行うことができ（条例第５条）、

事故の相手方等と特定の関係にある者が開示請求をする可能性が存することも

併せ考慮すれば、これらの者が通う学校の教員、在校生やその保護者、近隣住民等

（以下「関係者等」という。）がこれらの情報を知った場合には、事故の相手方等の

周囲で話題となることが十分に予測され、これらの情報を公にすることにより、

事故の相手方等の権利利益を害するおそれが十分にあるものと考えられる。 

よって、本件対象文書に事故の経緯や事故の相手方等の言動の詳細が記述されて

いる場合、基本的に当該情報は条例第８条第２号本文後段に該当する可能性がある

ものとして個別にその内容を検討する必要があり、その情報が事故の相手方等の

権利利益を害するおそれがあると認められる場合には不開示と判断すべきである。 

（３）条例第８条第２号の「他の情報」の判断について  
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条例第８条第２号の趣旨は、個人の尊厳を守る立場から個人のプライバシーを

最大限保護しようというものである。同号は、個人のプライバシーの概念が未だ明確

になっていない状況のもと、広く個人に関する情報について、特定の個人を識別する

ことができる情報及び特定の個人は識別されないが公にすることによりなお個人の

権利利益を害する情報について同号イからニまでに定めるものに該当する場合を

除き開示しないこととしている。その解釈運用に当たっては条例第３条「実施機関は、

（中略）個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮を

しなければならない」とする規定に照らし、特に慎重な配慮が求められる。 

このため、「特定の個人を識別することができるもの」とは、当該情報に係る個人

が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分だけでなく、氏名

その他の記述等により特定の個人が識別され、又は識別され得る情報の全体をいう

ものと解釈される。 

このことから、条例第８条第２号に定める「他の情報と照合することにより、特定

の個人を識別することができることとなるもの」の識別可能性の程度や「他の情報」

の範囲については、通常は一般人を基準として容易に入手し得る情報をいうものと

されているが、同号の趣旨を踏まえると、問題となっている個人情報の性質、内容等

に応じたプライバシー保護の必要性に照らして、個別に決定すべきものと考えられる。 

そして、前記（２）で述べたとおり、事故の情報には事故の相手方等にとって

不名誉な事実を含む場合も多くある上、事故の詳細な記述はそれ自体が事故の相手方等

を好奇の目にさらす可能性を持つものであって、事故の相手方等にとって通常他人に

知られたくない情報である場合が多いものと思料されることからすれば、本件対象

文書に記載された情報については、事故の相手方等のプライバシー保護の必要性が

高い場合が多いものと認められる。 

したがって、このような場合にあっては、関係者等が知り得る情報についても「他の

情報」に含まれる場合があるものと解すべきであって、一般人を基準として容易に

入手し得る情報に加え、これらの者が知り得る情報も照合した場合に、個人を識別

できる相当程度の可能性があるか否かについて判断するのが相当であり、その判断の

結果、その可能性があると認められる場合は、条例第８条第２号本文前段の「特定の

個人を識別することができるもの」に該当すると判断すべきである。 

これに加えて、本件決定においては事故の状況や事故の処置などの情報の大半が

開示されており、前記個人を識別できる相当程度の可能性については、これら既に

開示された情報も加えてその有無を判断する。 
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（４）事故職員の個人情報と事故の相手方等の個人情報との関係について 

本件対象文書の中には、事故職員である公務員の個人情報と事故の相手方等公務員

以外の者の個人情報が一体不可分の形で記載されているものがある。ある情報が

公務員にとっての個人情報であると同時に公務員以外の者にとっての個人情報でも

ある場合には、当該公務員にとっての不開示情報該当性と他の個人にとっての不開示

情報該当性は別個に検討する必要があり、そのいずれかに該当すれば、当該情報は

不開示と判断すべきである。 

以上の判断基準に基づき、不開示とされた情報の条例第８条第２号該当性について、

以下検討する。 

３ 対象文書１   

（１）学校番号、文書記号・番号、学校名、校長名、校長印、文書施行月日、受付月日、

発生月日、当事者の職名・氏名・年齢・教科等・住所及び当該生徒の氏名・年齢・

住所・保護者名・その他の記述について 

   上記情報のうち、当該生徒の氏名・年齢・住所・保護者名・その他の記述は、

一連の情報として事故の相手方等の氏名など特定の個人を識別することができる

ものと認められ、条例第８条第２号本文前段に該当する。 

   学校名、発生月日及び当事者の職名・氏名・年齢・教科等・住所は、本件決定に

おいて既に「６ 事故の程度」の一部並びに「Ⅱ 事故の状況」及び「Ⅲ 事故の

処置など」の大半の情報が開示されていることなどから、当該情報を公にすること

で、関係者等が他の情報と照合することにより、事故の相手方等の氏名を識別する

ことができることとなる相当程度の可能性があるものと認められる。また、学校

番号、文書記号・番号、校長名及び校長印は、当該情報を公にすることにより学校名

が判明するため、学校名と同様の情報と認められる。よって、これらの情報はいずれ

も条例第８条第２号本文前段に該当する。 

    一方、文書施行月日及び受付月日は、これらを公にしても、他の情報と照合する

ことにより発生月日等が判明するとは認められないため、条例第８条第２号には該当

せず、開示すべきである。 

（２）「６ 事故の程度」及び「７ 事故の状況及び原因」の不開示部分について 

   上記情報は事故の詳細であり、事故の相手方等にとって通常他人に知られたく

ない情報としてプライバシー保護の必要性が高いものと認められ、当該情報を公に

することにより事故の相手方等の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。

よって、当該情報は条例第８条第２号本文後段に該当する。 
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（３）「９ 事故発生時の処置」及び「１３ その他の参考事項」の不開示部分について 

   上記情報については、本件決定において既に「６ 事故の程度」の一部並びに「Ⅱ 

事故の状況」及び「Ⅲ 事故の処置など」の大半の情報が開示されていることなど

から、これらを公にすることで、関係者等が他の情報と照合することにより、事故の

相手方等の氏名を識別することができることとなる相当程度の可能性があるものと

認められる。よって、当該情報は条例第８条第２号本文前段に該当する。 

４ 対象文書２ 

  当該文書は生徒の個人情報の紛失に関する報告書であるが、その内容は前記２（２）

及び（３）で述べたようなプライバシー保護の必要性が高い情報が含まれているとは

認められないため、前記２（２）及び（３）の判断基準は適用しない。 

（１）当事者の職名・氏名・年齢・住所について 

   上記情報のうち職名・氏名は、一連の情報として事故職員の氏名等特定の個人を

識別することができるものと認められるが、公務員の職務遂行情報であることから、

条例第８条第２号ハに該当し、開示すべきである。 

   一方、年齢・住所は事故職員の私事に関する情報であることから条例第８条第２号

ハには該当せず、同号本文前段に該当する。 

（２）「５ 事故の程度」、「６ 事故の状況及び原因」及び「８ 事故発生時の措置」の

不開示部分について 

上記情報は公務員の職務遂行情報であり、条例第８条第２号ハに該当するため、

開示すべきである。 

５ 対象文書３ 

当該文書は職員の勤務時間中における不適切な行為に関する報告書であるが、その

内容は前記２（２）及び（３）で述べたようなプライバシー保護の必要性が高い情報が

含まれているとは認められないため、前記２（２）及び（３）の判断基準は適用しない。 

（１）当事者の氏名・教科等・住所について 

上記情報のうち、氏名・教科等は、一連の情報として事故職員の氏名等特定の個人

を識別することができるものと認められるところ、当審査会の調査により、本件に

ついては当該文書による報告後に事故職員が懲戒処分を受けており、当該懲戒処分は

本件開示請求前に公表されていることが認められるため、これらの情報を公にすると、

実施機関が懲戒処分時に公表している情報と本件対象文書の情報を照合することに

より、懲戒処分を受けたのが事故職員であるということが推認され、公務員の立場
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を離れた個人としての評価を低下させるなど、同職員の私事に関する情報が明らか

となることから、同情報は条例第８条第２号本文前段に該当する。 

   また、住所は、事故職員の私事に関する情報であることから条例第８条第２号

ハには該当せず、同号本文前段に該当する。 

（２）「３ 発生場所」、「６ 事故の状況及び原因（２行目・前半）」、「７ 現場の見取図」

及び「８ 事故発生時の処置」の不開示部分について 

   上記情報を公にすると、学校要覧等の他の情報と照合することにより、事故職員

の氏名を識別することができるものと認められるため、これらの情報は、いずれも

条例第８条第２号本文前段に該当する。 

（３）「６ 事故の状況及び原因」の４行目・前２か所の不開示部分について 

   当審査会が当該文書を見分したところ、上記部分には職員の私事に関する

機微な情報が記載されており、同情報は条例第８条第２号本文後段に該当

する。 

（４）「５ 事故の程度」、「６ 事故の状況及び原因（２行目・前半及び４行目・前２か所

を除いた部分）」、「１１ 今後の対策」及び「１２ その他の参考事項」の不開示部分

について 

上記情報を公にしても、他の情報と照合することにより事故職員の氏名等を識別

することができるとは認められず、また、上記情報は、公務員の職務遂行情報であり、

条例第８条第２号ハに該当するため、開示すべきである。 

６ 対象文書４ 

（１）学校番号、文書記号・番号、学校名、校長名、校長印、文書施行月日、受付月日、

発生月日、発生場所、当事者の氏名・年齢・教科等・住所、相手側の科・学年・

氏名・住所・保護者名及び現場の見取図について 

   上記情報のうち、相手側の科・学年・氏名・住所・保護者名は、一連の情報として

事故の相手方等の氏名など特定の個人を識別することができるものと認められ、

条例第８条第２号本文前段に該当する。 

   学校名、発生月日、発生場所、現場の見取図及び当事者の氏名・年齢・教科等・

住所は、本件決定において既に「６ 事故の程度」、「Ⅱ 事故の状況」及び「Ⅲ 事故

の処置など」の大半の情報が開示されていることなどから、当該情報を公にすること

で、関係者等が他の情報と照合することにより、事故の相手方等の氏名を識別する

ことができることとなる相当程度の可能性があるものと認められる。また、学校

番号、文書記号・番号、校長名及び校長印は、当該情報を公にすることにより学校名
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が判明するため、学校名と同様の情報と認められる。よって、これらの情報は、

いずれも条例第８条第２号本文前段に該当する。 

    一方、文書施行月日及び受付月日は、これらを公にしても、他の情報と照合する

ことにより発生月日等が判明するとは認められないため、条例第８条第２号には該当

せず、開示すべきである。 

（２）「６ 事故の程度」、「７ 事故の状況及び原因」及び「９ 事故発生時の処置

（１行目から６行目まで）」の不開示部分について  

   上記情報は事故の詳細であり、事故の相手方等にとって通常他人に知られたく

ない情報としてプライバシー保護の必要性が高いものと認められ、当該情報を公に

することにより事故の相手方等の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。

よって、当該情報は条例第８条第２号本文後段に該当する。 

（３）「９ 事故発生時の処置（７行目以降）」及び「１３ その他の参考事項（１３

行目以外）」の不開示部分について 

   上記情報については、本件決定において既に「６ 事故の程度」、「Ⅱ 事故の状況」

及び「Ⅲ 事故の処置など」の大半の情報が開示されていることなどから、これらを

公にすることで、関係者等が他の情報と照合することにより、事故の相手方等の

氏名を識別することができることとなる相当程度の可能性があるものと認められる。

よって、当該情報は条例第８条第２号本文前段に該当する。 

（４）「１０ 事故発生までの学校の指導」、「１２ 今後の対策」及び「１３ その

他の参考事項（１３行目）」の不開示部分について 

   上記情報を公にしても、他の情報と照合することにより事故の相手方等の氏名

など特定の個人を識別することができるものとは認められず、事故の相手方等の

権利利益を害するおそれも認められない。よって、当該情報は条例第８条第２号に

該当しないため、開示すべきである。 

７ 審査請求人の主張について 

   審査請求人は、その他種々主張しているが、当審査会の判断に影響を及ぼすもの

ではない。 

８ 結論 

  以上のとおり、実施機関が本件決定で不開示とした情報のうち、別表の「開示すべき

部分」欄に記載した各情報は、開示すべきである。 

実施機関のその余の決定は、妥当である。 
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第６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年 月 日 処 理 内 容 

平成３１年２月１５日 諮問書の受理 

令和６年 ５月３１日 審議 

令和６年 ６月２８日 審議 

令和６年 ７月３０日 審議 

令和６年 ９月２７日 審議 

 

別表  

対象

文書 
欄名 不開示部分 開示すべき部分 

１ 学校番号 番号  

文書記号等 文書記号、番号  

施行年月日等 月日、受付月日 月日、受付月日 

学校名等 学校名、校長名、校長印  

２ 発生日時 月日  

４ 当事者 職名、氏名、年齢、教科等、

住所 

 

５ 当該生徒 氏名、年齢、住所、保護者名、

その他の記述 

 

６ 事故の程度 事故の内容  

７ 事故の状況及

び原因 

事故の内容  

９ 事故発生時の処置 事故の内容  

１３ その他の参考

事項 

事故の内容  

２ ４ 当事者 職名、氏名、年齢、住所 職名、氏名 

５ 事故の程度 事故の内容 事故の内容 

６ 事故の状況及び

原因 

事故の内容 事故の内容 

８ 事故発生時の措置 事故の内容 事故の内容 

３ ３ 発生場所 場所  
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対象

文書 
欄名 不開示部分 開示すべき部分 

４ 当事者 氏名、教科等、住所  

５ 事故の程度 事故の内容 事故の内容 

６ 事故の状況及び

原因 

事故の内容 ２行目・前半及び４行目・前２か所

を除いた部分 

７ 現場の見取図 場所  

８ 事故発生時の

処置 

事故の内容  

１１ 今後の対策 事故の内容 事故の内容 

１２ その他の参考

事項 

事故の内容 事故の内容 

４ 学校番号 番号  

文書記号等 文書記号、番号  

施行年月日等 月日、受付月日 月日、受付月日 

学校名等 学校名、校長名、校長印  

２ 発生日時 月日  

３ 発生場所 場所  

４ 当事者 氏名、年齢、教科等、住所  

５ 相手側 科、学年、氏名、住所、保護者名  

６ 事故の程度 事故の内容  

７ 事故の状況及び

原因 

事故の内容  

８ 現場の見取図 場所  

９ 事故発生時の

処置 

事故の内容  

１０ 事故発生までの

学校の指導 

事故の内容 事故の内容 

１２ 今後の対策 事故の内容 事故の内容 

１３ その他の参考

事項 

事故の内容 １３行目 
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